
日米地位協定

第十八条

１ 各当事国は、自国が所有し、かつ、自国の陸上、海上又は航空の防衛隊が使用する財産に対
する損害については、次の場合には、他方の当事国に対するすべての請求権を放棄する。
（ａ） 損害が他方の当事国の防衛隊の構成員又は被用者によりその者の公務の執行中に生じ

た場合
（ｂ） 損害が他方の当事国が所有する車両、船舶又は航空機でその防衛隊が使用するものの

使用から生じた場合。ただし、損害を与えた車両、船舶若しくは航空機が公用のため使用されて
いたとき、又は損害が公用のため使用されている財産に生じたときに限る。
海難救助についての一方の当事国の他方の当事国に対する請求権は、放棄する。ただし、救助

された船舶又は積荷が、一方の当事国が所有し、かつ、その防衛隊が公用のため使用しているも
のであつた場合に限る。
２（ａ） いずれか一方の当事国が所有するその他の財産で日本国内にあるものに対して１に掲
げるようにして損害が生じた場合には、両政府が別段の合意をしない限り （ｂ）の規定に従つ、
て選定される一人の仲裁人が、他方の当事国の責任の問題を決定し、及び損害の額を査定する。
仲裁人は、また、同一の事件から生ずる反対の請求を裁定する。

（ｂ） （ａ）に掲げる仲裁人は、両政府間の合意によつて、司法関係の上級の地位を現に有
し、又は有したことがある日本国民の中から選定する。
（ｃ） 仲裁人が行なつた裁定は、両当事国に対して拘束力を有する最終的のものとする。
（ｄ） 仲裁人が裁定した賠償の額は、５（ｅ （ｉ （ ）及び（ ）の規定に従つて分担さ） ）、 ii iii

れる。

（ｅ） 仲裁人の報酬は、両政府間の合意によつて定め、両政府が、仲裁人の任務の遂行に伴
う必要な費用とともに、均等の割合で支払う。

（ｆ） もつとも、各当事国は、いかなる場合においても千四百合衆国ドル又は五十万四千円
までの額については、その請求権を放棄する。これらの通貨の間の為替相場に著しい変動があつ
た場合には、両政府は、前記の額の適当な調整について合意するものとする。

３ １及び２の規定の適用上、船舶について 「当事国が所有する」というときは、その当事国、
が裸用船した船舶、裸の条件で徴発した船舶又は拿捕した船舶を含む。ただし、損失の危険又は
責任が当該当事国以外の者によつて負担される範囲については、この限りでない。
４ 各当事国は、自国の防衛隊の構成員がその公務の執行に従事している間に被つた負傷又は死
亡については、他方の当事国に対するすべての請求権を放棄する。
５ 公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法
律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で、日本国において日本国政府以外の第三
者に損害を与えたものから生ずる請求権（契約による請求権及び６又は７の規定の適用を受ける
請求権を除く ）は、日本国が次の規定に従つて処理する。。



（ａ） 請求は、日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従つて、提
起し、審査し、かつ、解決し、又は裁判する。
（ｂ） 日本国は、前記のいかなる請求をも解決することができるものとし、合意され、又は

裁判により決定された額の支払を日本円で行なう。
（ｃ） 前記の支払（合意による解決に従つてされたものであると日本国の権限のある裁判所

による裁判に従つてされたものであるとを問わない ）又は支払を認めない旨の日本国の権限の。
ある裁判所による確定した裁判は、両当事国に対し拘束力を有する最終的のものとする。
（ｄ） 日本国が支払をした各請求は、その明細並びに（ｅ （ｉ）及び（ ）の規定による） ii

、 。 、分担案とともに 合衆国の当局に通知しなければならない 二箇月以内に回答がなかつたときは
その分担案は、受諾されたものとみなす。

（ｅ） （ａ）から（ｄ）まで及び２の規定に従い請求を満たすために要した費用は、両当事
国が次のとおり分担する。

（ｉ） 合衆国のみが責任を有する場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定さ
れた額は、その二十五パーセントを日本国が、その七十五パーセントを合衆国が分担する。

（ ） 日本国及び合衆国が損害について責任を有する場合には、裁定され、合意され、又ii

は裁判により決定された額は、両当事国が均等に分担する。損害が日本国又は合衆国の防衛隊に
よつて生じ、かつ、その損害をこれらの防衛隊のいずれか一方又は双方の責任として特定するこ
とができない場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、日本国及び合衆
国が均等に分担する。

（ ） 比率に基づく分担案が受諾された各事件について日本国が六箇月の期間内に支払つiii

た額の明細書は、支払要請書とともに、六箇月ごとに合衆国の当局に送付する。その支払は、で
きる限りすみやかに日本円で行なわなければならない。

（ｆ） 合衆国軍隊の構成員又は被用者（日本の国籍のみを有する被用者を除く ）は、その。
公務の執行から生ずる事項については、日本国においてその者に対して与えられた判決の執行手
続に服さない。

（ｇ） この項の規定は （ｅ）の規定が２に定める請求権に適用される範囲を除くほか、船、
舶の航行若しくは運用又は貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、又はそれらに関連して
生ずる請求権には適用しない。ただし、４の規定の適用を受けない死亡又は負傷に対する請求権
については、この限りでない。

６ 日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行なわれたものでないものから生ず
る合衆国軍隊の構成員又は被用者（日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者を除
く ）に対する請求権は、次の方法で処理する。。
（ａ） 日本国の当局は、当該事件に関するすべての事情（損害を受けた者の行動を含む ）。

を考慮して、公平かつ公正に請求を審査し、及び請求人に対する補償金を査定し、並びにその事
件に関する報告書を作成する。
（ｂ） その報告書は、合衆国の当局に交付するものとし、合衆国の当局は、遅滞なく、慰謝

料の支払を申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定する。



（ｃ） 慰謝料の支払の申出があつた場合において、請求人がその請求を完全に満たすものと
してこれを受諾したときは、合衆国の当局は、みずから支払をしなければならず、かつ、その決
定及び支払つた額を日本国の当局に通知する。
（ｄ） この項の規定は、支払が請求を完全に満たすものとして行なわれたものでない限り、

合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する訴えを受理する日本国の裁判所の裁判権に影響を及ぼす
ものではない。
７ 合衆国軍隊の車両の許容されていない使用から生ずる請求権は、合衆国軍隊が法律上責任を
有する場合を除くほか、６の規定に従つて処理する。

８ 合衆国軍隊の構成員又は被用者の不法の作為又は不作為が公務執行中にされたものであるか
どうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについて紛争が生
じたときは、その問題は、２（ｂ）の規定に従つて選任された仲裁人に付託するものとし、この
点に関する仲裁人の裁定は、最終的のものとする。

９ （ａ） 合衆国は、日本国の裁判所の民事裁判権に関しては、５（ｆ）に定める範囲を除く
ほか、合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する日本国の裁判所の裁判権からの免除を請求しては
ならない。

（ｂ） 合衆国軍隊が使用している施設及び区域内に日本国の法律に基づき強制執行を行なう
べき私有の動産（合衆国軍隊が使用している動産を除く ）があるときは、合衆国の当局は、日。

、 。本国の裁判所の要請に基づき その財産を差し押えて日本国の当局に引き渡さなければならない

（ｃ） 日本国及び合衆国の当局は、この条の規定に基づく請求の公平な審理及び処理のため
の証拠の入手について協力するものとする。
１０ 合衆国軍隊による又は合衆国軍隊のための資材、需品、備品、役務及び労務の調達に関す
る契約から生ずる紛争でその契約の当事者によつて解決されないものは、調停のため合同委員会
に付託することができる。ただし、この項の規定は、契約の当事者が有することのある民事の訴
えを提起する権利を害するものではない。

１１ この条にいう「防衛隊」とは、日本国についてはその自衛隊をいい、合衆国についてはそ
の軍隊をいうものと了解される。

１２ ２及び５の規定は、非戦闘行為に伴つて生じた請求権についてのみ適用する。
１３ この条の規定は、この協定の効力発生前に生じた請求権には適用しない。それらの請求権
は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条の規定によつ
て処理する。
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